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青森県開発行為許可事務要綱 

 

 （趣旨） 

第１ この要綱は、都市計画法（昭和 43年法律第100号。以下「法」という。）、都市計画法施行

令（昭和44年政令第 158号。以下「政令」という。）及び都市計画法施行規則（昭和 44年建設

省令第 49 号。以下「省令」という。）に基づく開発行為の許可等に関する事務の取扱いについ

て、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （開発行為許可申請書の添付図書） 

第２ 知事は、法第29条第１項又は第２項の規定による許可（以下「開発許可」という。）を受け

ようとする者（以下「許可申請者」という。）並びに法第 34条の２第１項の規定による開発行為

の協議（以下「開発協議」という。）をしようとする者（以下「協議者」という。）に対し、法

第30条第１項に規定する申請書、同条第２項に規定する書面及び図書並びに省令第 17条第１項

に定める添付図書のほか、次の各号に掲げる図書を提出させるものとする。 

１ 法第33条各号（第 14号を除く。）に規定する基準に適合していることを示す図書。ただし、

第12号及び第13号の基準に適合していることを示す場合にあっては、次に掲げるものとする。 

（１） 第12号の基準に適合していることを示す書類（許可申請者及び協議者が国、県、市町村

その他資力及び信用について知事が特に調査する必要がないと認めた者である場合には省

略できる。） 

① 申請者の資力及び信用に関する調書（様式１の１） 

② 誓約書（様式１の２） 

③ 申請者の住民票の写し（法人の場合は法人登記事項証明書） 

④ 申請者の所得税及び個人事業税の前年における納付すべき額及び納付済額を証する書

面（法人の場合は法人税及び法人事業税の前事業年度における納付すべき額及び納付

済額を証する書面） 

⑤ 役員の住民票の写し 

（２） 第13号の基準に適合していることを示す書類 

① 工事施行者の能力に関する調書（様式２） 

② 工事施行者の住民票の写し（法人の場合は法人登記事項証明書） 

③ 工事施行者が建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の規定による建設業の

許可を受けていることを証する書類 

２ 市街化調整区域内において開発行為をしようとする場合にあっては、法第 34条各号（第13号

を除く。）のいずれかに該当することを示す図書 

３ 省令第16条第５項に規定する資金計画書の科目の基となる書類 

４ 地積測量図（開発区域の面積を算出した図面） 

５ 開発区域に係る土地の登記簿謄本及び公図の写し 

６ 開発審査会に付議するための次に掲げる図書（法第 34条第14号に該当する場合に限る。） 

① 開発審査会付議申請書（様式３） 
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② 開発区域位置図 

③ 開発区域区域図 

④ 土地利用計画図 

⑤ 造成計画断面図（２方向） 

⑥ 開発区域内において予定される建築物又は第一種特定工作物の平面図及び２面以上の立面図

（縮尺100分の１以上のもの） 

 

 （設計説明書） 

第３ 省令第16条第２項に規定する設計説明書は、様式４によるものとする。 

 

 （開発行為の施行等の同意書） 

第４ 知事は、許可申請者及び協議者に対し、省令第 17条第１項第３号に規定する相当数の同意を

得たことを証する書類として、次に掲げる書類を提出させるものとする。 

① 開発区域内権利者一覧表（様式５の１） 

② 開発行為の施行等に関する同意書（様式５の２） 

③ 権利者の印鑑登録証明書 

 

 （設計者の資格） 

第５ 知事は、許可申請者及び協議者に対し、省令第 17条第１項第４号に規定する資格を有する者

であることを証する書類として、設計者の資格に関する申告書（様式６）及び必要書類を提出さ

せるものとする。 

 

 （開発許可に係る変更申請書） 

第６ 法第35条の２第２項の規定による申請書は、開発行為変更許可申請書（様式７）によるもの

とする。 

 

 （開発協議に係る変更協議書） 

第７ 法第35条の２第４項において準用する法第34条の２第１項の規定による変更の協議書は、

開発行為変更協議書（様式８）によるものとする。 

 

 （開発許可及び開発協議に係る変更届出） 

第８ 知事は、法第35条の２第３項の規定により届出をしようとする者に対し、開発行為変更届出

書（様式９）及び変更の内容を示す図書を提出させるものとする。 

 

 （既存の権利者の届出） 

第９ 知事は、法第34条第13号の規定により届出をする者に対し、既存の権利届出書（様式 10）

及び土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を証する書類（農地転用に係るものについて

は農地転用許可書を含む。）を提出させるものとする。 
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 （工事完了の届出等の添付図書） 

第10 知事は、法第36条第１項の規定により届出をする者に対し、省令第 29条に規定する工事完

了届出書又は公共施設工事完了届出書及び次に掲げる図書を提出させるものとする。ただし、公

共施設工事完了届出書については、第２号の図書を省略することができる。 

① 付近見取図 

② 土地利用計画図 

③ 届出に係る工事に着手した時及び当該工事が完了した時における開発区域の状況が確認でき

る写真及び当該工事の施行状況が確認できる写真 

④ 開発区域及び開発行為に関する工事により公共施設を設置した場合にあっては、公共施設を

設置した土地の登記簿謄本及び公図の写し 

 

 （工事完了公告） 

第11 法第36条第３項の規定による工事の完了の公告は、青森県報に登載して行うものとする。 

 

 （工事完了公告前の建築等の承認申請） 

第 12 知事は、法第 37条第１号の規定による承認を受けようとする者に対し、工事完了公告前の

建築（建設）承認申請書（様式 11）及び次に掲げる図書を提出させるものとする。 

① 付近見取図 

② 建築又は建設しようとする土地の区域（以下「承認申請区域」という。）を明示した土地利用

計画図 

③ 建築物又は特定工作物の配置図（縮尺 300分の１以上のもの） 

④ 建築物又は特定工作物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺 100分の１以上のもの） 

⑤ 承認申請区域の現況写真 

⑥ 承認申請区域に係る土地の登記簿謄本及び公図の写し 

⑦ 承認申請区域の面積を算出した図面 

 

 （工事の廃止の届出書の添付図書） 

第 13 知事は、法第 38条の規定により開発行為に関する工事の廃止の届出をしようとする者に対

し、省令第 32 条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出書及び次に掲げる図書を提出

させるものとする。 

① 当該開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類 

② 工事に着手している場合には、当該工事の廃止に係る土地の区域（以下「廃止区域」という。）

の現況図（縮尺2,500分の１以上のもの） 

③ 廃止区域を明示した図面（縮尺 1,000分の１以上のもの） 

④ 工事に着手している場合には、工事に着手した時及び当該工事を廃止した時における廃止区

域の状況が確認できる写真及び当該工事の施行状況が確認できる写真 

 

 （建築物の特例許可の申請） 

第 14 知事は、法第 41条第２項ただし書の規定による許可を受けようとする者に対し、建築物の

特例許可申請書（様式 12）及び次に掲げる図面を提出させるものとする。 
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① 付近見取図 

② 許可を受けようとする土地の区域（以下「許可申請区域」という。）を明示した土地利用計画

図 

③ 建築物の配置図（縮尺 300分の１以上のもの） 

④ 建築物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺 100分の１以上のもの） 

⑤ 許可申請区域の存する土地の登記簿謄本及び公図の写し 

⑥ 許可申請区域の面積を算出した図面 

 

 （予定建築物以外の建築物等の建築等の許可申請） 

第 15 知事は、法第 42条第１項ただし書の規定による許可を受けようする者に対し、予定建築物

以外の建築物等の建築等許可申請書（様式 13）及び第 14各号に掲げる図面を提出させるものと

する。 

 

 （建築物の新築等の許可の申請書及び協議書の添付図書） 

第16 知事は、法第43条第１項の規定による許可を受けようとする者並びに法第43条第３項の規

定による協議をしようとする者に対し、省令第 34 条第２項に規定する図面及び次の各項に掲げ

る図書を提出させるものとする。 

１ 政令第36条第１項第１号に規定する基準に適合していることを示す図書 

２ 政令第36条第１項第３号ロからホまでのいずれかに該当することを示す図書 

３ 第14第３号から第６号までに掲げる図書（この場合において、第 14第３号及び第４号中「建

築物」とあるのは、建物又は第一種特定工作物」と読み替えるものとする。） 

４ 開発審査会に付議するための次に掲げる図書（政令第 36 条第１項第３号ホに該当する場合に

限る。） 

① 開発審査会付議申請書（様式３） 

② 付近見取図 

③ 開発区域区域図 

④ 敷地現況図 

⑤ 建築物又は第一種特定工作物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺 100分の１以上のもの） 

 

 （開発許可に基づく地位の承継の届出） 

第 17 知事は、法第 44条の規定による開発許可に基づく地位の承継をした者に対し、開発許可に

基づく地位の承継届出書（様式 14）及び次に掲げる書類を提出させるものとする。 

① 相続人の場合、相続関係を示す戸籍謄本又は届出者と開発許可者との関係を証する書類 

② 法人の場合、合併前である開発許可者との関係を証する書類 

 

（開発許可に基づく地位の承継の申請） 

第 18 知事は、法第 45条の規定による開発許可に基づく地位を承継しようとする者に対し、開発

許可に基づく地位の承継の承認申請書（様式15）及び次に掲げる書類を提出させるものとする。 

① 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類 
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② 省令第16条第５項に規定する資金計画書 

③ 第２第１号に掲げる書類 

 

 （開発登録簿） 

第19 省令第36条第１項に規定する調書は、開発登録簿（様式16）によるものとする。 

 

 （開発登録簿の写しの交付申請） 

第 20 知事は、法第 47条第５項の規定により開発登録簿の写しを請求しようとする者に対し、開

発登録簿の写し交付申請書（様式 17）を提出させるものとする。 

 

 （監督処分の標識の設置） 

第21 法第81条第３項の規定により設置する標識は、様式 18によるものとする。 

 

 （開発行為又は建築に関する証明書の交付申請） 

第22 知事は、省令第 60条第１項の規定による証明書（法第 53条第１項の規定に適合しているこ

とを証するものを除く。以下同じ。）の交付の申請があったときは、その計画が法第 29条第１項

若しくは第２項、第 35条の２第１項、第 41条第２項、第 42条又は第43条第１項の規定に適合

しているときは、当該証明書の交付を申請した者に対し、様式 19 による証明書を交付するもの

とする。 

２ 知事は、前項の証明書の交付を受けようとする者に対し、都市計画法の規定に適合する建築物

等であることの証明申請書（様式 19）による申請書及び次に掲げる図書を提出させるものとす

る。 

① 付近見取図 

② 建築物又は特定工作物の配置図（縮尺 300分の１以上のもの） 

③ 建築物又は特定工作物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺 100分の１以上のもの） 

④ 申請に係る土地の面積を算出した図面 

⑤ 申請に関する計画が法第 29条第１項若しくは第２項、第 35条の２第１項、第 41条第２項、

第42条又は第43条第１項の規定に適合していることを証する図書 

 

 （立入検査に係る身分証明書） 

第23 法第82条第２項の規定による証明書は、立入検査証（様式20）によるものとする。 

 

 

（開発行為許可申請書等の処理） 

第 24 法第３章第１節（法第 47 条を除く。）の規定により知事に提出された許可又は承認に係る

申請書、協議書並びに届出書（以下、申請書等という。）について、申請のあった土地の区域を

管轄する市町村長に、土地の状況等について調査（様式 21）を依頼するものとする。 

２ 第２の規定により知事に提出された誓約書に基づき、許可申請者が暴力団員でないことを県警

察本部長に照会を行うものとする。 
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 （書類の提出部数） 

第 25 法第３章第１節（法第 47 条を除く。）の規定により知事に提出する許可又は承認に係る申

請書及び協議書の提出部数は、正本１部及び副本２部とする。 

２ 法第 47 条第５項の規定により知事に提出する開発登録簿の写しの交付申請書（様式 17）の提

出部数は、正本１部とする。 

３ 第２第１項第６号及び第 16 第１項第４号の規定により知事に提出する開発審査会に付議する

ための書類の提出部数は、10部とする。 

４ 第８、第10、第13及び第17の規定による届出書の提出部数は、正本１部とする。ただし、第

10においては上記で提出するほかに第 10第２号に掲げる図面１部を提出すること。 

５ 第22第１項に規定する証明申請書の提出部数は、正本１部及び副本１部とする。 

 

 （開発行為の許可標識の設置） 

第 26  法第 29 条第１項又は第２項の許可（法第 34 条の２の規定による協議が成立することを

もって開発許可があったものとみなす場合を含む。）を受けた者は、当該開発区域内の見やす

い所へ開発行為許可標識（様式 22）を工事開始時から終了までの間掲示しておかなければなら

ない。 

 

 附 則 

１ この要綱は、昭和 53年６月１日から適用する。 

２ 開発許可事務要綱（昭和 45年９月10日）は廃止する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成 16年４月１日から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成 19年４月１日から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成 19年11月30日から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成 21年４月１日から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、令和３年５月 10日から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、令和５年３月 23日から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から適用する。 
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様式１の１ 
 

申請者の資力及び信用に関する調書 

                                                                                           

  都市計画法第 33 条第１項第 12 号に規定する資力及び信用については、下記のとおりです。 

                                                                                           

記 

 

１ 設 立 年 月 日        年    月    日 ２ 資 本 金             千円 

３ 法令による登録簿  

４ 前 年 度 事 業 量                                          千円 

５ 資 産 総 額          千円 ６ 発行済株式の総数       株 

７ 前年度又は前年の 

  納 税 額  

法人税又は所得税                   事業税   

千円                                千円 

８ 

役 

 

員 

 

職       名 氏  名 
年 齢

（歳） 

在社年数 

（年） 
資格、免許、学歴、その他 

     

     

     

     

９ 

宅 

地 

造 

成 

工 

事 

等 

経 

歴 

工事の種類 工事施行者 工事施行場所 
面    積 

（㎡） 

許認可の番号 

年 月 日 

着工・完了 

年  月 

    第      号 

  年  月  日 

  年  月着工 

  年  月完了 

    第      号 

  年  月  日 

  年  月着工 

  年  月完了 

    第      号 

  年  月  日 

  年  月着工 

  年  月完了 

備考 １  記中の３欄には、宅地建物取引業法による宅地取引業者の免許、建築業法による建設業者の

登録、建築士法による建築士事務所の登録等について記載すること。  

２ 次の書類を添付すること。  
〇法人の場合（個人の場合は、住民票の写しのほか➀・➃を添付） 

➀誓約書（様式１の２） ➁法人登記事項証明書 ➂直近 3 期の決算書類 ➃納税証明書（法人にあっ

ては、前事業年度における法人税及び法人事業税に関する納税証明書。個人にあっては、前年におけ

る所得税及び個人事業税に関する納税証明書） 

➄役員の住民票の写し 
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様式１の２ 
 

誓 約 書 

 

私（法人又は組合の場合はその役員を含む）は、都市計画法に基づく許可申請を行うに当たって、

次の事項について誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、

異議は一切申し立てません。 

 

１ 私（法人又は組合の場合はその役員を含む）は次のいずれにも該当しません。 

役職 氏名
フリガナ

 性別 生年月日 住所 

     

     

     

     

  ※法人の場合は、役員の役職・氏名等についても記載すること。 

(１)  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(２)  本法又は本法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

(３)  都市計画法の許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者（当該許可を取

り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法（平成５年

法律第 88号）第 15条の規定による通知があった日前 60日以内に当該法人の役員であった者

で当該取消しの日から５年を経過しないものを含む。） 

(４) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があ

る者 

(５) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規

定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」と

いう。） 

(６)  法人であって、その役員のうちに（５）に該当する者があるもの 

(７)  暴力団員等がその事業活動を支配する者 

 

２ 暴力団員等であるか否か確認のため、警察へ照会がなされることに同意します。 

 

  年  月  日 

青森県知事  殿 

申請者 

住所   

氏名   

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 
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様式２ 

 

工事施行者の能力に関する調書 

 

 都市計画法第 33 条第１項第 13 号に規定する工事施行者の能力については、下記のとおりです。 

 

記 

 

工 事 施 工 者 の 住 所 

氏 名 又 は 名 称 

住 所  

氏 名  

設 立 年 月 日   年  月  日 資本金 千円 

建 設 業 法 に よ る 

建 設 業 の 許 可 

☐ 国土交通大臣 

☐     知事 
許可 

特－ 

般－ 
第          号 

建設業法第26条による 

主任技術者等住所氏名 

住 所  

氏 名  

技 

術 

者 

略 

歴 

職  名 氏  名 
年 齢

（歳） 

在社年数 

（年） 
資格、免許、学歴、その他 

     

     

     

施

行

経

歴 

宅

地

造

成

工

事

等 

注 文 者 名 委託・受託の別 工事施行場所 
面積 

（㎡） 

許 認 可 

年 月 日 

完 了 

年 月 

 
☐ 委託事業者 

☐ 中小受託事業者 
    

 
☐ 委託事業者 

☐ 中小受託事業者 
    

 
☐ 委託事業者 

☐ 中小受託事業者 
    

備考 １ 工事施行者が個人である場合は、関連する項目のみ記載してください。 

    ２ 次の書類を添付してください。 

〇法人の場合（個人の場合は、住民票の写しのほか➁を添付） 

       ➀法人登記事項証明書 

       ➁工事施行者が建設業法第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていることを証する書類 
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様式３ 
 
第     号議案                                                                         

 

開発審査会付議申請書 
                               
                                                                年  月  日    
  青森県知事         殿 
  

申請者 住 所 
 
氏  名   
 
電 話  

 
 次のとおり開発（建築）行為をしたいので、青森県開発審査会に付議されたく申請します。 
 

１ 

開発区域に含ま
れる地域の名称
又は土地の所在
地番 

 

２ 
土 地 の 地 目 

及 び 面 積 
（地目）          （実測）                  ㎡ 

３ 
予定建築物等の 

用途及び面積 

用  途  

建築面積 ㎡ 延べ面積 ㎡ 

４ 
都 市 計 画 法 

該 当 条 項 

法第34条第14号             （ 開 発 行 為 ） 

令第36条第１項３号  ホ    （ 建 築 行 為 ） 

 備考 １ 付議申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を
記載すること。 

２ 次の図書を添付し、10 部提出（県建築住宅課到達分）すること。 
 ①位置図（縮尺 1/50,000 以上） 
 ②区域図（縮尺 1/2,500以上） 
 ③土地利用計画図（縮尺 1/1,000 以上） 
 ④造成計画断面図（縮尺 1/1,000 以上）（法第 34 条第 14 号に該当するもの） 
 ⑤建物平面図及び立面図（縮尺 1/100 以上） 
３ 図面はＡ４判の大きさに折り、左綴りとすること。 
４ 現地調査をするので、申請地（現地）が分かるように申請者の氏名等を記載した看板を申
請地（現地）に掲示すること。 
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様式４ 
 

設     計     説     明     書 

開発区域の       
地 名 地 番       

 

設計の方針       別     紙 

工 区 区 分       

工区 第一工区         計 

地番      

面積     ㎡  

開
発
区
域
内
の
土
地
の
現
況 

区
域
区
分 

☐市街化区域 ☐市街化調整区域 

☐非線引都市計画区域 ☐準都市計画区域 

☐都市計画区域外 

地
域
地
区 

用途地域 その他の地域地区 

  

関
係
法
令
の 

規
制
区
域 

☐宅地造成等工事規制区域 ☐災害危険区域       ☐浸水被害防止区域 

☐特定盛土等規制区域   ☐地すべり防止区域     ☐急傾斜地崩壊危険区域 

             ☐土砂災害防止特別警戒区域 ☐ 

地
目
別 

地  目 宅  地 農  地 山  林 そ の 他         計 

地  番                     ㎡ 

面  積                     ％ 

所
有
者
別 

所有者別 自己所有 買収予定 他人所有 そ の 他         計 

面  積                     ㎡ 

割  合                     ％ 

造 成 計 画 
概 要 

盛土又は切土の高さ 
盛土又は切土をする

土地の面積 

盛土又は切土の土量 

盛  土 切  土 

        ｍ                 ㎡       ｍ         ㎡ 

土地利用計画 

区分 住宅用地      
住宅用地      
以外の用地 

公共施設用地 
その他の 
用  地 

計 

面積                     ㎡  

割合                     ％  

街区の設計       
方 針       

住  宅  用  地 道  路  配  置 

最大面積 最小面積 平均面積 区 画 数 幅員     

    延長     

公共施設等の
整 備 計 画 

区 分 道路用地 公園用地  その他用地 計 

面 積             ㎡ 

割 合             ％ 

管理者      

用地の帰属    
 
 

 
 

そ
の
他
の
施
設 

給 水 施 設         

電 気 施 設         

ガ ス 施 設         

下水道等の施設  

備 
 
考 

※ 設計の方針は裏面参照 
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（裏面）  
 
  設計の方針には概ね次の内容を記載すること（別紙とする。）  
 
   １ 計画の主旨  
 
   ２ 開発の適地性  
 

(1)  位置関係  
(2)  地目、地形、地質等  
(3)  周辺の道路状況 

 
   ３ 開発の手法  
 

(1)  造成計画（盛土、切土、擁壁等）  
(2)  区画内道路  
(3)  排水施設  
(4)  給水施設（消防水利施設を含む。）  
(5)  公園、緑地等  
(6)  住区  
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様式５の１ 
 

開発区域内権利者一覧表 
 

物件種別 所在及び地番 
面 積 
（㎡） 

権利種別 権利者氏名 同意状況 摘 要 

       

備考 １ 申請者を含め全ての権利者について記載すること。  
２ 物件種別の欄には土地・建物等の別を記載すること。  
３ 権利種別の欄には所有権・抵当権等の別を記載すること。 
４ 同意状況の欄にはその旨を記載し、協議中の場合は、その経過を示す説明書を添えること。 
５ 同一物件に権利者が複数いる場合は、摘要の欄にその旨を記載すること。  
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様式５の２ 
 
 

開発行為の施行等に関する同意書 
 

年  月  日 
 
 
 開発者 住 所  
 
          氏 名                     様 
 
 

権利者 住 所 
 

氏 名                印 
 
電 話   

 
 
 私が権利を有する次の物件について、開発行為及び開発行為に関する工事を行うことに同意します。 
                                                                                           
 なお、当該物件が公共施設の用に供する土地となる場合があっても異議ありません。             
 

物 件 種 別 所 在 及 び 地 番 
面 積 
（㎡） 

権 利 種 別 摘 要 

     

備考 １ 権利者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する
こと。 

２ 申請者と権利者が同じである場合は、提出する必要はありません。 
３ 印は実印を押印し、印鑑登録証明書を添付すること。 
４ 物件種別の欄には、土地・建物等の別を記載すること。 
５ 権利種別の欄には、所有権・抵当権当の別を記載すること。 
６ 同一物件に権利者が複数いる場合は、摘要の欄にその旨記載すること。 
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様式６ 
 

設計者の資格に関する申告書 
                                                                                           
                                                                  年  月  日   
 
 青森県知事 殿 
 

設計者 住  所   
 
氏  名  
 

勤務先 所 在 地  
 
名  称  
 
電  話  

 
 都市計画法第 31 条に規定する設計者の資格について，下記のとおり申告します。 
 

記 
 

１ 該 当 資 格       

都市計画法施行規則 
第19条  ☐第１号  ☐第２号 

☐イ  ☐ロ  ☐ハ  ☐ニ  ☐ホ  ☐へ  ☐ト 

２ 
資格に関する
最 終 学 歴 

学 校 名          所在地  

学部名・専攻学科  
修業 
年月 

  年 月 
☐卒業 
☐中退 

３ 
資 格 
免 許 等 

名 称          

登 録 番 号 等          

取 得 年 月 日         年  月  日 

４
 
実
務
経
歴 

勤務先の名称 所 在 地         実 務 内 容 在職期間 
期間 
合計 

   年 月～ 年 月 

年 
 
月 

   年 月～ 年 月 

   年 月～ 年 月 

   年 月～ 年 月 

備考 １ １欄について、該当する□印の中に✓印を付してください。 

２ ２欄又は３欄の申告事項を証する書類を添付すること。 

３ ４欄の実務内容は、土木又は建築の技術に関する実務経験を記入すること。 
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様式７ 
 

開 発 行 為 変 更 許 可 申 請 書 
 

 
 都市計画法第35条の２第１項の規定により、開発行為の変
更の許可を申請します。 
 

年  月  日  
 
青森県知事              殿 

 
許可申請者 住 所  

氏 名  
電 話  

※県収入証紙貼付欄（消印はしないこと） 
 

開

発

行

為

の

変

更

の

概

要 

１ 
開発区域に含まれる地域の名称 

（区域の地名・地番） 
 

２ 開 発 区 域 の 面 積 （ 実 測 ） 平方メートル 

３ 予 定 建 築 物 等 の 用 途  

４ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 
 
 

５ 
自己の居住の用に供するもの、 
自己の業務の用に供するもの、 
その他のもの の別 

☐自己居住用  ☐自己業務用  ☐非自己用 

６ 
法 第 3 4 条 の 該 当 号 
及 び 該 当 す る 理 由 

 
 

７ 設 計 の 内 容 
 

８ そ の 他 必 要 な 事 項 

年  月  日     許可申請 

申請代理者 住所 
氏名      電話  

盛土規制法対象 
工事の該当 
☐有 ☐無 

盛土規制法に係る｛ 
中間検査の該当 ☐有 ☐無 

定期報告の該当 ☐有 ☐無 

開 発 許 可 の 許 可 番 号      年   月   日   第       号 

変 更 の 理 由  

備考  
１ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）第 15 条第２項の規定により、第 12 条
第１項の許可を受けたとみなされた宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定
盛土等に関する工事の計画の変更は、本許可を受けることにより、同法第 16 条第１項の許可を受け
たものとみなされます。 

２ 宅地造成及び特定盛土等規制法第 34 条第２項の規定により、第 30 条第１項の許可を受けたもの
とみなされた特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等に関する工事の計画の変更は、本
許可を受けることにより、同法第 35 条第１項の許可を受けたものとみなされます。また、同法第
27 条第５項の規定により、同条第１項の届出をしたとみなされた当該区域内において行われる特定
盛土等に関する工事の変更の計画は、本申請をすることにより、同法第 28 条第１項の特定盛土等に
関する工事の計画の変更についても届出をしたものとみなされます。 

３ 津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123 号）第 76 条第２項の規定により、第 73
条第 1 項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為に係る変更は、本許可を受けることによ
り、同法第 78 条第 1 項の許可を受けたものとみなされます。 

４ 変更許可申請者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表
者の氏名を記載すること。 

５ 「法第 34 条の該当号及び該当する理由」の欄には、申請に係る開発行為の変更が市街化調整区域
内において行われる場合に記載すること。 

６ ※印のある欄は記載しないこと。 
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７ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令によ
る許可、認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。 

８ 開発行為の変更の概要（「その他必要な事項」を除く。）は、変更前及び変更後の内容を対照さ
せて記載すること。 
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様式８ 
 

開 発 行 為 変 更 協 議 書 
 

                                                          
 都市計画法第35条の２第４項において準用する同第34条の２第１項の規定により、開発行為の変更の
協議をします。 
 

年  月  日 
 
青森県知事                          殿 
 
                     協議申請者 住 所  
                                氏 名  
                                電 話  

開

発

行

為

の

変

更

の

概

要 

１ 
開発区域に含まれる地域の名称 

（区域の地名・地番） 
 

２ 開 発 区 域 の 面 積 （ 実 測 ） 平方メートル 

３ 予 定 建 築 物 等 の 用 途  

４ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 
 
 

５ 
自己の居住の用に供するもの、 
自己の業務の用に供するもの、 
その他のもの の別 

☐自己居住用  ☐自己業務用  ☐非自己用 

６ 
法 第 3 4 条 の 該 当 号 
及 び 該 当 す る 理 由 

 

７ 設 計 の 内 容  

８ そ の 他 必 要 な 事 項 

年  月  日     許可申請 

申請代理者 住所 
氏名      電話  

盛土規制法対象 
工事の該当 
☐有 ☐無 

盛土規制法に係る｛ 
中間検査の該当 ☐有 ☐無 

定期報告の該当 ☐有 ☐無 

開発行為の協議成立番号      年   月   日   第       号 

変 更 の 理 由                

備考  
１ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）第 15 条第２項の規定により、第 12 条
第１項の許可を受けたとみなされた宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定
盛土等に関する工事の計画の変更は、本協議が成立することにより、同法第 16 条第１項の許可を受
けたものとみなされます。 

２ 宅地造成及び特定盛土等規制法第 34 条第２項の規定により、第 30 条第１項の許可を受けたもの
とみなされた特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等に関する工事の計画の変更は、本
協議が成立することにより、同法第 35 条第１項の許可を受けたものとみなされます。 

３ 津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123 号）第 76 条第２項の規定により、第 73
条第 1 項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為に係る変更は、本協議が成立することによ
り、同法第 78 条第 1 項の許可を受けたものとみなされます。 

４ 変更協議者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する
こと。  

５ 「法第 34 条の該当号及び該当する理由」の欄には、申請に係る開発行為の変更が市街化調整区域
内において行われる場合に記載すること。 

６ ※印のある欄は記載しないこと。 
７ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令によ
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る許可、認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。 
８ 開発行為の変更の概要（「その他必要な事項」を除く。）は、変更前及び変更後の内容を対照さ
せて記載すること。 
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様式９ 
 

開 発 行 為 変 更 届 出 書 
 

年  月  日 
 
 青森県知事        殿 
 
                                       届出者 住 所  
 
                                               氏 名  
 
                                                電 話  
 
 
 都市計画法第 35 条の２第３項の規定に基づき、開発行為の変更について、下記により届け出ます。 
 
                                                                                                                                                                                  

記 
 
                                                                                           
１ 変更に係る事項                                                                         
  

 
２ 変更の理由                                                                             
  

 
３ 開発行為の許可（協議成立）番号      年   月   日  第       号  
 
 
 
 
 
備考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する

こと。 
      ２ 変更に係る事項は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 
      ３ 変更の内容を示す図書を添付すること。 
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様式 10 
 
 

既 存 の 権 利 届 出 書 
 

年  月  日 
 
 青森県知事        殿 
 
                                       届出者 住 所  
 
                                               氏 名  
 
                                                電 話  
 
 
 都市計画法第 34 条第 13 号の規定により、下記のとおり権利を有することを届け出ます。  
 
                                            記  
 

届 出 者 の 職 業                 
（法人にあっては、その業務内容） 

 

土 地 

所 在 ・ 地 番  

地              目  

地              積  

市街化調整区域に関する都市計画が
決定（区域拡張）された際の土地又は
土地の利用に関する所有権以外の権
利を有していた目的 

 

土地の利用に関する所有権以外の権
利を有する場合、その権利の種類及び
内容 

 

  備          考  

備考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する
こと。 

２ 自己居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあっては、届出者の職業欄
の記載は要しない。 

３ 次の書類を添付すること。 
①土地の所在、地番、地目等その他の土地に関する権利を証明する書類（所有権以外の場合） 
②農地転用に係るものについては、農地転用許可書等 
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様式 11 
 

工事完了公告前の建築（建設）承認申請書 
 

年  月  日 
  青森県知事        殿 
 

申請者 住 所  
 
氏 名  
 
電 話  

 
    都市計画法第 37 条第１号の規定により、工事完了公告前の建築（建設）の承認を申請します。 

開発行為の許可（協議成立）番号 年   月   日   第     号 

開発区域に含まれる地域の名称
（区域の地名・地番） 

 

建築（建設）しようとする 
土 地 の 所 在 及 び 面 積 

 

建 築 物 （ 特 定 工 作 物 ） の 
規 模 及 び 構 造 

 

建築物（特定工作物）の用途  

建築(建設)に係る工事の期間  

申 請 の 理 由  

備考 １ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する
こと。  

２ 次の図書を添付すること。 
①付近見取図 
②承認申請区域を明示した土地利用計画図 
③建築物又は特定工作物の配置図（縮尺 300 分の１以上のもの） 
④建築物又は特定工作物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺 100 分の１以上のもの） 
⑤承認申請区域の現況写真 
⑥承認申請区域の存する土地の登記簿謄本及び公図の写し 
⑦承認申請区域の面積を算出した図面 
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様式 12 
 

建 築 物 の 特 例 許 可 申 請 書 
 

 
 都市計画法第41条第２項ただし書きの規定により、建築物の
特例の許可を申請します。 

年  月  日 
青森県知事                          殿 
 

許可申請者 住 所  
氏 名  
電 話  

※県収入証紙貼付欄（消印はしないこと） 

開 発 行 為 の 許 可 
（協議成立）番号 

年   月   日     第     号 

開発許可を受けた者 
の 住 所 ・ 氏 名 

 

法第41条第１項の 
制 限 の 内 容 

敷地面積に対する建築面積の割合  

建 築 物 の 高 さ                 

壁 面 の 位 置                 

そ 
の 
他 
制 
限 

建 築 物 の 敷 地               

建 築 物 の 構 造               

建 築 物 の 設 備               

建築物を建築しよう
とする土地の所在 

 

建 築 物 の 用 途  工事の種別  

建築物の敷地面積 平方メートル 建築面積      平方メートル 

制限の特例申請事項 

敷地面積に対する建築面積の割合  

建 築 物 の 高 さ                 

壁 面 の 位 置                 

そ
の
他
制
限 

建 築 物 の 敷 地               

建 築 物 の 構 造               

建 築 物 の 設 備               

申 請 の 理 由  

備考 １ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する
こと。 

２ 次の図書を添付すること。 
①付近見取図 ②許可申請区域を明示した土地利用計画図 
③建築物の配置図（縮尺 300 分の１以上のもの） 
④平面図及び２面以上の立面図（縮尺 100 分の１以上のもの） 
⑤許可申請区域の存する土地の登記簿謄本及び公図の写し ⑥土地の面積を算出した図面  
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様式 13 
 

予定建築物等以外の建築物等の建築等許可申請書 
 

 
 都市計画法第42条第１項ただし書きの規定により、予定建築物
等以外の建築物等の建築等の許可を申請します。 
 

年  月  日 
 
青森県知事                          殿 
 
      

許可申請者 住 所  
氏 名  
電 話  

※県収入証紙貼付欄（消印はしないこと） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開 発 行 為 の 許 可 
（ 協 議 成 立 ） 番 号 

年   月   日 第      号 

開発許可を受けた者の 
住 所 ・ 氏 名           

 
 

開発区域に含まれる           
地 域 の 名 称           

 

開発許可を受けた際の 
予定建築物等の用途           

 

予定建築物等以外の           
建 築 物 の 建 築 等           
又 は 特 定 工 作 物 の           
新 設 の 概 要           

土地の所在  

地   目  

土地の面積  

用   途  

申 請 の 理 由            

備考 １ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する
こと。  

２ 次の図書を添付すること。 
①付近見取図 
②許可申請区域を明示した土地利用計画図 
③建築物の配置図（縮尺 300 分の１以上のもの） 
④建築物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺 100 分の１以上のもの） 
⑤許可申請区域の存する土地の登記簿謄本及び公図の写し 
⑥許可申請区域の面積を算出した図面 
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様式 14 
 

地 位 の 承 継 届 出 書 
 
 

年  月  日 
  青森県知事        殿 
 

届出者 住 所  
 
氏 名           印 
 
電 話  

 
 都市計画法第 44 条の規定により、下記のとおり許可に基づく地位を承継したので届け出ます。        
 
                                            記  
 

開
発
許
可
の
概
要 

１ 開発行為の許可を受けた者の 
氏名又は名称 

 

２ 開 発 行 為 の 許 可 番 号 年    月    日 第     号 

３ 開発行為の許可を受けた地域の 
名称 

 

４ 被承継人の住所及び氏名又は名称 
 
 
 

５ 承 継 年 月 日 年    月    日 

６ 承 継 の 理 由  

備考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する
こと。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押
印を省略することができる。 

３ 次の書類を添付すること。 
①相続人の場合、相続関係を示す戸籍謄本又は届出者と開発許可者との関係を証する書類 
②法人の場合、合併前である開発許可者との関係を証する書類 

  



- 20 - 

様式 15 
 

地位の承継の承認申請書 
 

 
 都市計画法第45条の規定により、許可に基づく地位の承継を
申請します。 
 
 

年  月  日 
 
青森県知事                          殿 
 

申請者 住 所  
氏 名          印 
電 話  

※県収入証紙貼付欄（消印はしないこと） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開 発 行 為 の 許 可 
（ 協 議 成 立 ） 番 号 

年   月   日    第      号 

許可に係る地域の名称  

被 承 継 人 の 
住 所 

氏 名 

 
 
 

承 継 年 月 日      年     月     日 

取得した権原の内容  

備考 １ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する
こと。 

２ 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押
印を省略することができる。 

３ 次の書類を添付すること。 
①土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類 
②省令第１６条第５項に定める資金計画書 
③申請者の資力及び信用に関する調書（様式１） 
④申請者の住民票抄本（法人の場合は商業登記簿謄本） 
⑤申請者の所得税及び個人事業税の前年における納付すべき額及び納付済額を証する書面（法
人の場合は法人税及び法人事業税の前事業年度における納付すべき額及び納付済額を証する
書面） 

⑥工事施行者の能力に関する調書（様式２） 
⑦工事施行者の住民票抄本（法人の場合は商業登記簿謄本） 
⑧工事施行者が建設業法第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていることを証する書
類 
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開  発  登  録  簿  

開 
 
発 
 
行 
 
為 
 
の 
 
許 
 
可 

開 発 許 可 番 号        
 

（開発協議成立番号）         

第     号 
（指令第   号） 

   年  月  日 

受 付  番  号 
開発許可を受けた  
者の住所及び氏名  

 

   年  月  日 
        第    号 

 

 
 
開発区域に含まれる        

 
地域の名称及び面積        

 

 面  積 

 平 方 メ ー ト ル  

 該 当  条  項  

 法 第 3 4条 第    号  

 
 
 

区 域 ・ 地 域        
予 定 建 築 物 等        

 
 

 
□市 街 化 区 域         
□市 街 化 調 整 区 域         
□非線引都市計画区域         
□準 都 市 計 画 区 域         
□都市計画区域及び        
 準都市計画区域外         

 
□第１種低住専 □第２種住居 □準 工 業 
□第２種低住専 □準  住  居 □工   業  
□第１種中高住専 □田 園 住 居 □工業専用  
□第２種中高住専 □近 隣 商 業 □指定なし  
□第１種住  居 □商    業 
 

 
工事予定年月日 

 
予定建築物等の用途  

 
着工    年  月  日 

 
完了    年   月  日 

 

 
 
 
 
 

法第 41条第１項         
の 制 限 の 内 容        

 
 

  許可に附した条件 

工事施行者の住所        
及 び 氏 名        

 
 

地 
位 
の 
承 
継 

 
承 継 承 認 番 号        

 

 
   年  月  日第   号 
 

 
受 付 番 号 

 

  
   年  月  日第  号 
 

承 認 人 の 住 所        
及 び 氏 名        

 
 

 
工 
 
事 
 
完 
 
了 
 
検 
 
査 
 

完 了 検 査 済 証 交 付  年 月 日 完 了 公 告 年 月 日 工   区 

     年   月   日第    号     年  月  日第    号 第  工区 

     年   月   日第    号     年  月  日第    号 第  工区 変更許可    年    月    日第    号 

     年   月   日第    号     年  月  日第    号 第  工区 変更許可    年    月    日第    号 

完了時の地名地番   
備 考 
 
 
 
 

 

 

法 第 3 7条 第 １ 項 た だ し 書 の 承 認     年   月   日  第  号（指令第   号） 

法第42条第１項ただし書の建築等の許可     年   月   日  第  号（指令第   号） 

様
式

1
6
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様式 17 
 
                                                                   年  月  日 
 
 青森県知事 殿 
 
                                       申請者 住 所  
 
                                               氏 名  
 
                                                電 話  
 
 
 

開発登録簿の写しの交付申請書 
 
 
 
 都市計画法第 47 条第５項の規定により、下記のとおり開発登録簿の写しの交付を申請します。  
 
 

記 
 
 
 
１ 開発行為の許可（協議成立）を受けた者  
 
  住所  
 
 
    氏名  
 
 
 
２ 開発行為の許可（協議成立）番号  
 
              年   月   日     第     号  
 
                         （指令第     号）  
 
 
３ 写しの枚数              枚  
 
 
 
 
備考 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 
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都
市
計
画
法
に
よ
る
命
令
の
公
示 

   
 

土
地
又
は
工
作
物
等
の
所
在
地 

   
 

命
令
を
受
け
た
者
の
住
所
・
氏
名 

    
 

 

こ
の
土
地
又
は
工
作
物
等
は
、
都
市
計
画
法
に
違
反
し
て
い
る
の
で
、 

 
 

年 

  
 

 

月 

日
付
け
で
、
同
法
第
八
十
一
条
に
基
づ
き 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

  
 

命
じ
た
。 

  
 

 

注 

  
 

 

１ 

こ
の
標
識
を
損
壊
し
た
も
の
は
、
公
文
書
毀
棄
罪
で
罰
せ
ら
れ
ま
す
。 

  
 

 

２ 

こ
の
命
令
に
違
反
し
て
、 

 
 

 
 

を
行
っ
た
場
合
は
罰
せ
ら
れ
ま
す
。 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

水
道
事
業
者
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
道 

 
 

 

３ 
 

年 

月 

日 
 

電
気
事
業
者
名 
 

に
対
し
て 

 

電
気 

 

の
供
給 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガ
ス
事
業
者
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガ
ス 

  
 
 

 
 

の
申
込
み
の
承
諾
を
保
留
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
ま
す
。 

   
 

 
 

 
 

年 
 

月 
 

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

青
森
県
知
事 

 

６０センチメ－トル以上  

４
５
セ
ン
チ
メ
－
ト
ル
以
上 

様
式

1
8
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様式 19 

都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書  
 

 
 都市計画法施行規則第60条第１項の規定により、次のとおり建築
物等が都市計画法の規定に適合している旨の証明書の交付を申請し
ます。 
 
 

年  月  日 
 
青森県知事 殿 

 
申請者 住 所  

氏 名          印 
電 話  

 
※県証紙貼付欄 
（消印はしないこと） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建築（建設）しよう
とする土地の所在 

 

区 域 区 分 
☐市街化区域  ☐市街化調整区域  ☐非線引都市計画区域 
☐準都市計画区域  ☐区域外 

用 途 地 域  

法 第 2 9 条 に 
該 当 す る 場 合 

該 当 項 号 第   項 第   号 

内   容  

法 第 4 3 条 に 
該 当 す る 場 合 

該 当 項 号 第   項 第   号 

内   容  

法第35条の２、 
第41条、第42条に 
該 当 す る 場 合 

該 当 条 項 第   条 第   項 

内   容  

建 築 （ 建 設 ） 
計 画 の 概 要 

開 発 行 為 ☐ 有 （      ㎡） ☐ 無    

敷 地 面 積 ㎡         

用 途  

工事の種別  

そ の 他  

 
 上記のとおり都市計画法の規定に適合していることを証明します。  
 
     年  月  日 
 
                        青森県知事 
 
 

備考 次の図書を添付すること。 
①付近見取図 
②建築物又は特定工作物の配置図（縮尺 300 分の１以上のもの） 
③建築物又は特定工作物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺 100 分の１以上のもの） 
④申請に係る土地の面積を算出した図面 
⑤申請に関する計画が法第 29 条第１項若しくは第２項、第 35 条の２第１項、第 41 条第２項、
第 42 条又は第 43 条第１項の規定に適合していることを証する図書 
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様式 20 
 
 
 

 
 
                               年   月   日交付  第     号 
 
                                                           （使用期間    年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
所   属 

 
職   名 

 
氏     名 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

（都市計画法に基づく土地） 
 
 

立  入  検  査  証 
 
 
                          青 森 県 知 事 
 
 
 

 
 

 
 （裏面） 
 
 
 この証明書を携帯する者は都市計画法により、他人の土地に立入検査をする職権を行う者で、
その関係条文は次のとおりです。 
 
 

都 市 計 画 法（抄） 
 
 
第82条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委任し

た者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、
当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査す
ることができる。 

２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しけれ
ばならない。 

３ 前項に規定する証明書は、関係人の請求あったときには、これを提示しなければならない。 
４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな

い。 
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様式 21 
 

基 礎 調 査 票 

許 可 申 請 者  

都 市 計 画 
区 域 部 分 等 

☐市街化区域     ☐市街化調整区域 

☐非線引都市計画区域 ☐準都市計画区域  ☐都市計画区域外 

接 続 先 の 
道 路 関 係 

建築基準法 第 42 条 第  項 第  号 ・ 幅員     ｍ 

☐国道 ☐県道 ☐市道 ☐町道 ☐村道 ☐農道 ☐私道 ☐その他 

都 市 計 画 道 路 ☐ 内（幅員     ｍ ）  ☐ 外 

都市計画法及び建築基
準 法 に よ る 地 域 等 

☐ 用途地域  （      ）  ☐ 建築協定区域（      ） 
☐ 地区計画区域（      ）  ☐ その他   （      ） 

都 市 計 画 法 
第 3 4 条 1 1 号 
の 指 定 区 域 

☐ 内         ☐ 外 

崖 地 ☐ 有（角度     度，高さ     ｍ）  ☐ 無 

災 害 危 険 区 域 等 

【 開発区域に含んではならない区域 】 

☐ 災害危険区域 

☐ 地すべり防止区域 

☐ 土砂災害特別警戒区域（地すべり・急傾斜地・土石流） 

☐ 浸水被害防止区域 

☐ 急傾斜地崩壊危険区域 

【 開発区域に含む場合は，申請者に注意喚起すべき区域 】 

☐ 浸水想定区域 

☐ 土砂災害警戒区域（地すべり・急傾斜地・土石流） 

☐ 基礎調査結果公表箇所（地すべり・急傾斜地・土石流） 

☐ 都市洪水想定区域     ☐ 都市浸水想定区域 

☐ 津波浸水想定区域     ☐ 津波災害警戒区域 

☐ 土砂災害危険箇所（地すべり・急傾斜地・土石流） 

☐ 砂防指定地  

その他法律による地域
地 区 又 は 区 域 

 

都市計計画上の支障の
有 無 

 

許可についての意見  

備 考  
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（様式 21 参考様式） 
 
 
（依頼）県 → 市町村  

 
 

年  月  日 
 
 
〇〇市町村長 殿 

 
 

青森県県土整備部都市計画課長  
 
 

開発許可申請等に係る基礎調査について（依頼） 
 
 
開発許可申請等に係る事項について、別紙基礎調査票に記入の上、御回答願います。 
 

記 

１ 照会項目 基礎調査票の各項 

２ 送付書類 申請書一式 

 

担  当  〇〇グループ 〇〇 
Ｔ Ｅ Ｌ 
E - m a i l 
 

 
 
 

 
 
 
（回答）市町村 → 県  

 
 

年  月  日 
 
青森県県土整備部都市計画課長 殿 

 
 

〇〇市町村長  
 
 

開発許可申請等に係る基礎調査について（回答） 
 
 

年 月 日付けで依頼のありましたこのことについて、別紙基礎調査票及び別添関係資料のとおりで
す。 
 
 

担  当  〇〇班 〇〇 
Ｔ Ｅ Ｌ 
E - m a i l 
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様式 22 
 

 

 

都 市 計 画 法 に よ る 開 発 許 可 済 

開 発 行 為 許 可 

年 月 日 ・ 番 号 
令和   年   月   日   第     号 

開 発 行 為 者 
住 所             TEL:   (    ) 

氏 名  

開 発 区 域 に 含 ま れ る 

地 域 の 名 称 
 

予 定 建 築 物 の 用 途  

工 事 着 手 年 月 日 令和     年     月     日 

工 事 完 了 予 定 年 月 日 令和     年     月     日 

工 事 施 行 者 
住 所  

氏 名  

設 計 者 

住 所  

氏 名  

連絡先             TEL:   (    ) 

工 事 管 理 者 

住 所  

氏 名  

連絡先             TEL:   (    ) 

開発行為許可標識 

 

40cm 以上 

30cm 

以上 


